
青森県特別支援教育在り方検討会議（令和８年５月７日（木））

国の動向及び
本県の特別支援教育に係る取組

について

青森県教育庁学校教育課

資料③
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【国】「令和の日本型学校教育」について
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１ 目指すところ（一体的に充実すること）

• ＩＣＴの活用と少人数によるきめ細かな指導体制の整備による「個別最適
な学び」

• 「日本型学校教育」において重視されてきた「協働的な学び」

２ 新時代の特別支援学校の基本的な考え方

• 特別支援教育に関する理解や認識の高まり、就学先決定の仕組みに関する
制度の改正、通級による指導を受ける児童生徒の増加など、特別支援教育
をめぐる状況の変化

• 通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続
性のある多様な学びの場の一層の充実・整備の推進 ⇒関係機関等の連携
が非常に重要
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（出典）
中央教育審議会
令和３年１月２６日
答申【概要】



【国】次期学習指導要領について
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（出典）
中央教育審議会
教育課程部会産業教育
ワーキンググループ
令和7年12月16日



【国】次期学習指導要領改訂の方向性①
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（出典）
中央教育審議会
教育課程企画特別部会
令和7年9月25日



【国】次期学習指導要領改訂の方向性②
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（出典）
中央教育審議会
教育課程企画特別部会
令和7年9月25日



【国】次期学習指導要領改訂の方向性③
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（出典）
中央教育審議会
教育課程企画特別部会
令和7年9月25日



【国】文部科学省の特別支援教育に関する主な事業
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【国及び本県】個別の指導計画及び個別の教育支援計画の作成①

作成）
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令和５年度 通常の学級における個別の指導計画及び個別の教育支援計画の作成率

令和６年９月６日文部科学省公表

通常の学級に在籍する児
童生徒で、学校等が個別
の指導計画や個別の教育
支援計画を作成する必要
があると判断した者のう
ち、実際に作成されてい
る人数の割合



【国及び本県】個別の指導計画及び個別の教育支援計画の作成②

作成）
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通常の学級に在籍する幼児児童生徒に対する個別の指導計画の作成状況
令和６年９月６日文部科学省公表



【国及び本県】個別の指導計画及び個別の教育支援計画の作成③

作成）
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通常の学級に在籍する幼児児童生徒に対する個別の教育支援計画の作成状況
令和６年９月６日文部科学省公表



【本県】特別支援教育推進の重点①
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Ｒ８重点課題「一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実」

１ 特別支援学校におけるセンター的機能の充実
○特別支援教育巡回相談や外部機関と連携した教育相談等の充実・強化

・小・中学校及び高等学校における校内支援体制の充実に係る支援

・地区特別支援連携協議会における特別支援教育エリアコーディネーターの活用

・関係部局と連携した相談体制の充実（発達障がい児、難聴児、医療的ケア児等）

○早期支援の充実と適切な就学に向けた関係機関等との連携・協力

○聾学校における巡回型通級による指導の在り方検討・試行

２ 教職員の専門性の維持・向上
○特別支援学校教諭免許状保有率の向上

○学習指導要領の理解の深化と授業実践の充実

・個別の教育支援計画による関係機関との連携、個別の指導計画を活用した指導と評価の一体化の推進

・スクールミッション等に基づいた地域や学校の特色を踏まえた教育課程の編成

○特別支援教育に関する研修の充実

・医療的ケア担当教員や看護師等への研修の充実

・積極的な中央研修等への派遣及び他校種との人事交流による人材育成



【本県】特別支援教育推進の重点②
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３ 特別支援学校の学習環境の充実
○学習環境の改善・整備
・校舎移転、併設に係る調整、教室不足解消等への対応
○スクールバス運行体制の充実
○医療的ケア実施体制整備の充実
・医療的ケア児の通学支援の検討
・医療的ケア児の災害に備えた体制の充実
○一人一人の障がいの状態に応じた学びの場の充実

４ 自立と社会参加に向けたキャリア教育・職業教育の充実
○キャリア教育の充実
・現在及び将来の生き方を考える指導の充実と家庭等との連携
○進路指導の充実と就労支援に係る体制整備
・関係機関や外部専門家との連携による進路指導の充実

５ 学校・地域等との連携推進
○学校運営協議会を活用した地域とともにある学校運営の充実
○交流及び共同学習の推進（居住地校交流・学校間交流）
○生涯学習を踏まえたスポーツ・文化芸術活動の推進
・令和８年「あおもり国スポ・障スポ」開催に向けた教育活動の充実
・地域資源を活用した教育活動の充実

６ 健康・安全教育の推進
○教育活動全体を通した健康・安全に関する指導の充実
・防災及び危機管理体制の強化と教育活動の充実



【本県】特別支援教育の充実について
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4 障がいのあるこどものための総合支援事業

・医療、保健、福祉、労働等の関係機関や市町村教育委員
会等と連携した協議会の開催

・各地区における教育相談・研修会の開催

・地区特別支援連携協議会事務局校

（東青）青森聾 （西北）森田養

（中南）弘前聾 （上北）七戸養

（下北）むつ養 （三八）八戸盲･聾

○「地区特別支援連携協議会」を中心とした教育相
談体制の充実・強化

２ 医療的ケア児への教育の充実

・基本研修 ７月２９日（水）～３０日（木）（県社セ）
・情報交換会 １０月１６日（金）（オンライン）
・連絡協議会 １月 ８日（金）（オンライン）

○教員・看護師等の医療的ケア関係者への研修

１ チームで支える特別支援教育校内支援体制
充実事業

・実践強化校連絡協議会 ６月１９日（金）（県学セ）
・保護者等対象研修会 ６地区で開催

・検討会 ５月、１０月、１月（県庁ほか）
・通学支援の試行的実施 対象を拡充して実施

○医療的ケア児通学支援事業

3 特別支援学校における「好き」を見つける
学びの充実支援事業

通級による指導の手引［新訂版］
・実施手続等編
・指導の実際編

○小・中・高等学校の校内支援体制の充実・強化

○医療的ケアに関する研修の在り方検討会

○通級による指導担当者の専門性向上
・第１回連絡協議会 ７月２７日（月）（県学セ）
・第２回連絡協議会 ６地区で開催予定
・県立特別支援学校の巡回型通級による指導の検討

○地域との連携による児童生徒一人一人の障がいの
状態に応じたキャリア教育の取組を支援

・文化芸術体験の充実
創造・発表・鑑賞、地域芸術家活用

・スポーツ活動の充実
継続実施、外部指導員活用

・社会体験活動の充実
福祉・労働学習、地域貢献

・探究的学習の充実
地域課題探究、観察・実験・調査・発表

・検討会 ５月、１０月、1２月（県庁ほか）
・指導層対象試行研修実施 ７月、11月（オンライン）
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教育庁 学校教育課 特別支援教育推進室

事業の目指す姿（アウトカム） 目指す姿を実現するための取組（アウトプット）

特別支援学校における「好き」を見つける学びの充実支援事業 （Ｒ７～Ｒ８）

課題

【概要】
地域資源や地域人財等を活用・連携・協働した持続可能で多様な学習活動を総合的

に支援することで、児童生徒一人一人の障がいの状態等に応じた生涯学習への意欲

の向上を支えるキャリア教育の充実を図る。

取組 生涯学習への意欲を高める多様な学習活動に対する支援 3,495千円

（１）第16期青森県生涯学習審議会による答申「障がい者の生
涯学習の推進方策について」 （令和６年８月20日）において、
障がい者が学校在学中に多様な学習機会に触れることなど
が重要と示された。
（２）特別支援学校学習指導要領において、障がいのある児
童生徒の生涯学習への意欲の向上に向け、学校教育段階
から将来を見据えた教育活動の充実を図ることが必要とさ
れている。
（３）全ての県立特別支援学校にコミュニティ・スクールが導入
され、地域資源や地域人財を活用した学習機会が急速に拡
大している。
（４）特別支援学校の立地環境等から地域や関係機関と連携
した体験活動の機会が制限されている。
■各校の学校評価（自己評価）において、キャリア教育に対
する評価が相対的に低い。
【キャリア教育の評価が全項目の評価の平均を下回っている学校】

令和５年度 １５校中１０校（66.7％）
令和４年度 １６校中 ８校（50.0％）
令和３年度 １６校中１０校（62.5％）

特別支援学校に在籍している全ての児童生徒が主体的に

学び、喜びや達成感を味わえるキャリア教育の充実が急務

である。

（１）地域との連携による児童生徒一人一人の障がいの状態に応じたキャリア教育の

取組を支援

①「好き」を見つける体験活動

○文化芸術活動の充実

文化芸術活動に関する体験学習（創造、発表、鑑賞）の実施

・地域の芸術家等の地域資源を活用した授業の実施

○スポーツ活動の充実

スポーツの継続的な実施促進（する、みる、応援する）

・外部指導員等を招聘した体育の授業等における技術の向上

・地域のスポーツクラブと連携した体育的活動の充実

○社会体験活動の充実

福祉・労働等に関する学習活動の実施

・地域社会に貢献する取組の実施

②「好き」を見つける探究活動

○多様な実態を踏まえた探究的な学習活動の充実

・地域課題の解決に向けた学習活動の推進

・観察・実験、見学や調査、発表や討論などの学習活動の推進

（２）取組の発信

①各校の取組を県内の特別支援学校で共有

②外部への取組紹介

現状 → 事業終了後の姿

→児童生徒が自ら積極的に学ぶなど生涯学習への意欲の向上が

図られる。

（教育活動の充実に伴い、学校評価におけるキャリア教育につい

ての評価が向上）



【本県】障がいのあるこどものための総合支援事業
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特別支援学校の地域における特別支援教育のセンター的機能を活用し、
教育、保健、福祉、労働等の関係機関の下、発達障がいを含む全ての障
がいのある幼児児童生徒とその保護者に対しての教育相談を含め、一貫
した支援体制の更なる充実を図る。

趣 旨

地区特別支援連携協議会の取組

６地区に各１校 事務局校を設置

 東青地区：青森聾学校

 西北地区：森田養護学校

 中南地区：弘前聾学校

 上北地区：七戸養護学校

 下北地区：むつ養護学校

 三八地区：八戸盲学校・八戸聾学校
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令和８年度県教育委員会の取組について
就職支援・キャリア教育関連事業 （県立特別支援学校）

インターンシップにおける円滑な
実習実施の条件整備
◆教員による巡回指導及び事前打合せの充実
◆産業現場等における実習時の生徒の賠償責任保険料を負担

２ 県立学校就職促進関連事業

(２)技能検定の改善
◆青森県版「特別支援学校技能検定」の改善
◆外部人材の活用による授業改善及び
企業等によるデモンストレーション（技能伝達講習）

(1)「青森県特別支援学校技能検定・発表会」の実施
令和７年1１月１８日（水） 会場：マエダアリーナほか

◆高等部生徒による技能向上に関する成果発表
→職業技能部門（清掃、接客サービス、ＰＣ入力、農業）、
コミュニケーション部門（プレゼンテーション発表、
パフォーマンス発表）の２部門６分野

◆「技能検定運営協議会」の設置

１ 特別支援学校技能検定事業

(３)就労（進路）実現のための体制整備
◆「特別支援学校就職サポート隊あおもり」の
認定と関係機関とのネットワーク構築

◆地域の企業や関係機関に対する理解・啓発



【本県】青森県交流籍制度
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本

籍

県立特別支援学校（在籍校） 住んでいる地域の小・中学校

（交流籍校）

交
流
籍

市町村教育委員会

居住地校交流

障がいのある

こども

通学 交流

地域で学び、
地域で育つ教育を！

～障がいのあるこどもを地域の中で、

地域のこどもと一緒に育む～

「共生社会」の実現に向けて特別支援学校の小・中学部に在籍する児童生徒が、住
んでいる地域の公立小・中学校に副次的な学籍（本県では「交流籍」という。）を
置いて、交流及び共同学習（居住地校交流）を実施する。

障がいのあるこどもの学
びを、市町村教育委員会が
中心となって、特別支援学
校での障がいの状態に応じ
た専門性の高い学習と地域
の小・中学校での同年代の
友達と関わり合いながらの
学習で支える。

～地域とつながる「居住地校交流」～



【本県】交流及び共同学習の実績
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学校間交流
（全学部）

居住地校交流（小・中学部）

実施率実施校・実数

１９校 ９６ケース２．０％８校 １８名平成２６年度

１９校 ９７ケース２．３％１２校 ２０名平成２７年度

１９校 ７１ケース４．８％１３校 ４２名平成２８年度

２０校 ８２ケース７．３％１３校 ６２名平成２９年度

※未集計１１．７％１５校 ９９名平成３０年度

１９校１０３ケース１５．７％１７校 １３４名令和 元年度

１７校 ６０ケース１３．６％１３校 １２１名令和 ２年度

１６校 ８８ケース１５．９％１４校 １４２名令和 ３年度

１８校 ９６ケース２０．９％１５校 １９２名令和 ４年度

２０校１２０ケース２４．４％１５校 ２３５名令和 ５年度

２０校１２２ケース２８．１％１６校 ２８１名令和 ６年度

２０校１１３ケース２９．１％１７校 ２９２名令和 ７年度



【本県】ユニバーサル農業（農福連携）について
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（出典）
令和７年度青森県ユニ
バーサル農業推進会議
令和7年2月27日



【本県】青森県特別支援学校総合スポーツ大会
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１ 大会趣旨

県内特別支援学校生徒が一堂に会し、スポーツ競技を行うことを
通じて、スポーツの技能向上及び心身の健康の維持増進を図ると
ともに、生徒相互の親睦を図る。

２ 参加対象生徒
・県内特別支援学校中学部、高等部

３ 大会種目
１３競技 ３５種目


